
Ⅰ許可申請の手続き

１.申請窓口について

仙台市内又は宮城県外にのみ
事務所及び事業場を有する方

県庁　廃棄物対策課

仙台市を除く宮城県内に
事務所及び事業場を有する方

事務所・事業場所在地を管轄する
保健所

積替え又は保管施設に
常駐者がいる

積替え又は保管施設所在地を
管轄する保健所※

積替え又は保管施設に
常駐者がいない

積替え又は保管行為を除く場合に準ずる

２.申請の手続き
①申請方法

（１）オンライン決済を利用する場合の申請

宮城県産業廃棄物収集運搬業申請フォーム（外部サイトへリンク）
○A4サイズのファイルにとじた申請書一式：1部

（申請書一式が所管窓口に到達した際に、書類受理の旨のメールが送付されます。）

（２）宮城県手数料セルフレジを利用する場合の申請

　管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式（正副２部）と申請手数料を持参し
てください(手数料についてオンライン決済又はセルフレジでお支払い済みの方は、不要です)。

貼付けた角2型封筒かレターパックを追加提出してください。

○先行許可制度を御利用の方は、先行許可証（原本）に加え、返送用として特定記録

又は簡易書留分の切手を貼付けた角2型封筒かレターパックを提出してください。

確認後、返送します。

　上記オンライン申請と同様の申請書類に加え、申請手数料分のセルフレジから発行される「レシー

ト（提出用）」を書留郵便で送付または持参注意）してください。

注意）書類を窓口へ持参する場合

産業廃棄物収集運搬業許可申請【新規・更新】のてびき

（１）積替え又は保管行為を除く産業廃棄物収集運搬業を行う場合

（２）積替え又は保管行為を含む産業廃棄物収集運搬業を行う場合

　下記フォームからオンラインで申請し、手数料決済の後、下記のとおり申請書類一式を所管の窓口

に書留郵便で送付または持参注意）してください。

※積替え保管施設とは別に仙台市を除く宮城県内に本社を有する場合は、
本社所在地を管轄する保健所へ提出

○申請日は発送日ではなく、到着日です。そのため、申請書第1面の日付は記載しない

※誓約書等の添付書類については、書類を作成した日付を記載してください。

○閉庁日は郵便物の受け取りはできません。翌営業日の受け取りになります。

許可期限日が閉庁日と重なる場合などは直前の開庁日までに届くよう余裕をもって

発送してください。

○副本の返送を希望される場合には、申請書の写し及び送付先を記入した、切手を

でください。

宮 城 県 環 境 生 活 部 廃 棄 物 対 策 課
宮 城 県 各 保 健 所
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②申請に必要なもの

（１）申請書（廃棄物処理法施行規則様式第６号）及び別表１

申請書の様式は定められたものを使用してください。

（２）申請に必要な添付書類（４ページ「添付書類一覧表」のとおり）

　　提出用の申請書と添付書類は、穴をあけてＡ４サイズのファイルに綴じてください。

〈書類の綴り方の例〉

（３）申請手数料

　新　　　　　規：　８１，０００円

　更　　　　　新：　７３，０００円

★納付方法

３.審査について宮城県産業廃棄物収集運搬業申請フォーム（外部サイトへリンク）

・提出いただいた申請書類については、提出時に窓口で簡単な予備審査を行います。

　（書類の記入漏れや添付書類の有無等の確認他）

・受理した申請書類の審査過程で、審査に必要な書類の提出をお願いすることや、

　事務所や事業場への立入調査を行う場合があります。

４.許可証の交付について
・許可証は、申請書類提出先の窓口にて交付します。

※一度納付された申請手数料は、不許可や申請取下げの場合でも返還できません。

（参考）宮城県ホームページ「宮城県への手数料等の支払方法について」

・更新許可を受けた方は、旧許可証を有効期間満了後に窓口に返還して下さい。

     申請手数料は、宮城県手数料セルフレジ又は電子申請サービス（オンライン決済）で
     納付していただきます。

・郵送で交付を受けたい方は、あらかじめ窓口に送付先を記入した、特定記録又は簡易書留分の切手を貼
付けた角2型封筒かレターパックを提出してください。

※目次、タイトル等は省略していただいて構いません。
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排出
業種

番号 種　　　類 具　　体　　例

1 燃え殻 焼却灰の残灰、石炭がら等の焼却残さ

2 汚泥 製造、排水処理等で排出される全ての汚泥

3 廃　油 溶剤、鉱物油、動植物油等全ての廃油

4 廃　酸 全ての酸性廃液

5 廃アルカリ 全てのアルカリ性廃液

6 廃プラスチック類
廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず
等、全ての廃プラスチック類

7 ゴムくず 天然ゴムのくず

8 金属くず 全ての金属及び金属製品くず

9
ガラスくず･コンクリート

くず及び陶磁器くず

ガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボード等のく
ず、コンクリートくず（工作物の新築・改築又
は除去に伴って生じたものを除く）

10 鉱さい 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂

11 がれき類
工作物の新築・改築又は除去に伴って生じるコン
クリート、アスファルト、レンガ等の破片

12 ばいじん ばい煙発生施設等の集じん機ダスト

13 紙くず
建設業（工作物の新築・改築又は除去）、紙製品
製造、出版・印刷業者等から排出される紙くず

14 木くず
建設業（工作物の新築・改築又は除去）、木材
又は木製品製造業者等から排出される木くず

15 繊維くず
建設業（工作物の新築・改築又は除去）、製糸、
紡績、織物業者等から排出される天然繊維くず

16 動植物性残さ 食料品製造業等から排出される不要物で固形状のもの

17 動物系固形不要物
と畜場における獣畜のとさつ・解体時又は食鳥処理場
における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物

18 家畜ふん尿
畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等のふ
ん尿

19 家畜の死体
畜産農業から排出される牛、豚、馬、にわとり等の死
体

20

許可申請時の留意点

1

2 「水銀使用製品産業廃棄物」の取り扱いの有無を必ず記載してください。

3

4

5

※

Ⅱ産業廃棄物の種類と具体例

全
て
の
業
種
に
係
る
廃
棄
物

特
定
の
業
種
に
係
る
廃
棄
物

以上の産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの

「汚泥」「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき
類」のいずれかを収集運搬する場合は、それぞれの品目毎に「石綿含有産業廃棄物」の取扱いの有
無を記載してください。

「燃え殻」「鉱さい」「ばいじん」「汚泥」「廃酸」「廃アルカリ」のいずれかを収集運搬する場
合は、「水銀含有ばいじん等」の取り扱いの有無を必ず記載してください。

「廃プラスチック類」・「金属くず」・「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の全て
を収集運搬する場合、「自動車等破砕物」の取扱いの有無を記載してください。

「特定の業種に係る廃棄物」は、具体的に示された業種の事業活動に伴って排出された場合のみ産
業廃棄物に該当します。それ以外の事業活動から排出されたものは事業系一般廃棄物となります。

「動物系固形不要物」、「家畜の死体」については、状況によって産業廃棄物収集運搬業の許可を
要しない場合がありますので、個別にお問い合わせください。
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Ⅲ添付書類

備　考

１ 事業計画の概要を記載した書類

(第１面)事業計画の概要

(第２面)運搬施設の概要等

(第３面)積替施設又は保管施設の概要

(第４面)収集運搬業務の具体的な計画

(第５面)環境保全措置の概要

(第６面)運搬車両の写真

(第７面)運搬容器の写真

３ 申請者が事業の用に供する施設の所有権を有することを証する書類宮城県産業廃棄物収集運搬業申請フォーム（外部サイトへリンク） 備1）参照

■車両等の車検証の写し（船舶の場合は船舶国籍証明書、船舶検査証書の写し）

（車検証は、有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているもの）

（所有権・使用権を有しない場合は、車検証と賃貸契約書等の写し）

■駐車場に係る土地の登記簿謄本

（所有権を有しない場合は、土地の登記簿謄本と賃貸契約書等の写し）

４ 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

備6）参照

法人

個人

５ 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類

(第８面)事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法

６ 経理的基礎に関する書類

備5）参照

(1)(第９面)資産に関する調書

(2)預金等の残高証明書又は通帳の写し

７ 申請者等に関する書類

(1)定款又は寄付行為の写し 備2）参照

(2)商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 備3）参照

備4）参照

備5）参照
　　･株主（出資者）が法人である場合は登記事項証明書

 イ)｢登記されていないことの証明書｣、又は医師の診断書等

 イ)｢登記されていないことの証明書｣、又は医師の診断書等

８ 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 備4）参照
(第１０面)誓約書

10 その他知事が必要と認める書類及び図面

注)・表中の「法人」とは申請者が法人の場合、「個人」とは申請者が個人事業主の場合です。

　 ・公的機関から発行される証明書等については、発行日から３ヶ月以内の原本を添付してください。

更新申請の
場合、変更
がなければ
省略可

２ 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計
　計算書並びに当該施設の付近の見取図

■駐車場の見取図及び場内の配置図

代表者もしくは業務担当役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

■(公財)日本産業廃物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業に関する講習の
　修了証の写し（有効な受講者は以下のとおり）

更新申請の
場合、変更
がなければ
省略可

更新申請の
場合、変更
がなければ
省略可

添　付　書　類

申請者本人又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

法人

(1)貸借対照表、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計算書（直前3年分）

(2)納税証明書（直前3年分）
　※税務署長が発行する【法人税の納税証明書（その１）】

個人
(3)直前3年分の納税証明書
　 ※税務署長が発行する【所得税の納税証明書（その１）】

法人

個人

申請者及び申請書の３面に記載した使用人に関する以下の書類

 ア)住民票（本籍の記載のあるもの（外国人の場合国籍））

　※申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は、そ
の法定代理人について上記ア）、イ）の書類

９ 申請内容に関して他の法令による規制がある場合は、当該規制に適合することを証する
　 書類及び図面

(3)申請書の２～３面に記載した役員、株主等、使用人の以下の書類

 ア)住民票（本籍の記載のあるもの（外国人の場合国籍））
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【　備　　考　】

備１）「所有権を有することを証する書類」について

備２）「精神の機能の障害」の有無の判断について

①成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（法務局発行）

②医師の診断書

③認知症に関する試験結果　等
※添付書類の内容によっては、追加書類を求める場合があります。

備３）住民票について

備４）先行許可証の提出による添付書類の一部省略について

　 ※先行許可証として有効な許可証

　

備５）経理的基礎に関する書類について

備６）(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会について

　申請日において５年以内に本県または他の都道府県・保健所設置市で、上記の新規
許可、更新許可、事業範囲変更許可（処理施設にあっては変更許可）を受けたもの。
許可の有効期限内のものであって、許可証に記載されている「６ 許可証の提出の有
無」が「無」のものに限ります。なお、今回更新を迎える許可証は、先行許可証とし
て利用できません。

　事業を始めて3年未満の方や債務超過等で経理状況が悪化している場合、事業を継続
していける経理的基礎を確認するために、追加資料を求める場合があります。
　詳細は、宮城県公式ウェブサイトの産業廃棄物収集運搬業のページ「産業廃棄物収
集運搬業の許可における経理的基礎について」を御確認ください。

① ７ 申請者等に関する書類　のうちア）とイ）

② ８ 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面（第10面）

　土地や車両を借りている場合には、土地の登記簿又は車検証の所有者から権利関係
が繋がるように賃貸借契約書等の写しを添付してください。
　なお、車両の賃貸借契約書や使用承諾書は車両のみを対象としたものを添付してく
ださい。

　申請者等に関し、精神の機能の障害により当該業務を適切に行うに当たって必要な
認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査
するために必要と認められる書類は以下のとおりです。これらのうち１種類を添付し
てください。

　住民票には必ず本籍を記載してください。なお、マイナンバーは必要ありません。
マイナンバー記載のものを提出された場合は受理できませんので、取得する際は十分
ご注意ください。

　下記の許可証をお持ちの方については、その原本を提出いただくことで、以下の添
付書類を省略することができます。

新規申請

更新申請

収集・運搬課程（新規）修了証（有効期間５年）※

収集・運搬課程（更新）修了証（有効期間２年）
収集・運搬課程（新規）修了証（有効期間５年）

　産業廃棄物収集運搬に関する講習会又は特別管理産業廃棄物収集運搬に関する講習
会の修了証で、以下のものの写しを添付してください。

※他の都道府県･保健所設置市で既に許可を有している方は、その許可証の写しと
　収集･運搬課程(更新)修了証（有効期間２年）の提出でも可

○産業廃棄物収集運搬業 ○特別管理産業廃棄物収集運搬業

○産業廃棄物処分業 ○特別管理産業廃棄物処分業 ○産業廃棄物処理施設
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